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第１章 基本的事項 
 

１ 実行計画策定の背景 

地球温暖化とは、地球表面の大気や海洋の平均温度が長期的に上昇する現象で、その要因は、

人為的な温室効果ガスの排出量の増加であるとされており、自然環境や私たちの生活にも大き

な影響を及ぼすといわれています。 

地球温暖化の影響は、農作物や生態系への影響、異常気象による災害の多発、海面上昇に伴

う陸地の減少などが予測されており、その影響の大きさから、人類の生存そのものにかかわる

最も重要な環境課題となっています。 

地球温暖化の原因は、二酸化炭素などの温室効果ガスの急増です。私たちの事業活動で消費

する電気やガス、ガソリンなどは、温室効果ガスを大量に発生させています。 

地球温暖化対策は、国際的な取組となっており、国、地方公共団体それぞれが計画的に取り

組むことが求められております。また、東日本大震災後のエネルギー政策の見直しなどもあり、

地球温暖化対策に地方公共団体が取り組む重要性がさらに高まってきています。 

２０２０(令和２)年には、国がカーボンニュートラルを宣言し、これを受けて地方公共団体

もゼロカーボンシティを表明し、その実現に向けた取組を進めています。２０２１(令和３)年

には、政府の事務事業における温室効果ガス排出削減計画である「政府実行計画」が改定され、

新たな削減目標と政府が率先して実行する取組が示され、地方公共団体についても、この計画

を踏まえ率先して取り組むことが求められています。（表１） 

⑴ 地球温暖化対策の動き 

（表１）地球温暖化対策の動向 

時期 地球温暖化対策の動向 

平成９年 

(１９９７年) 

◆「京都議定書」採択：気候変動枠組条約第３回締約国会議（ＣＯＰ３） 

温室効果ガス排出量：２００８(平成２０)年から２０１２(平成２４)年までに、

１９９０(平成２)年を基準年度として、６％削減することを約束。 

平成１０年 

(１９９８年) 

◆「地球温暖化対策の推進に関する法律」公布 

１９９９(平成１１)年の施行に伴い、地方公共団体に実行計画策定の義務付け。 

平成１７年 

(２００５年) 

◆「京都議定書」発効 

発効条件を満たしたため、京都議定書が発効。これより法的な拘束力が発生。 

平成２２年 

(２０１０年) 

◆「カンクン合意」採択：気候変動枠組条約第１６回締約国会議(ＣＯＰ１６) 

温室効果ガス排出量：２０２０(令和２)年までに、１９９０(平成２)年比２５％

削減を目標にすることを約束。 

平成２７年 

(２０１５年) 

◆「パリ協定」採択：気候変動枠組条約第２１回締約国会議(ＣＯＰ２１) 

温室効果ガス排出量：２０３０(令和１２)年度までに、２０１３(平成２５)年度

比で２６％削減を目標にすることを約束。 

平成２８年 

(２０１６年) 

◆「パリ協定」発効 

発効条件を満たしたため、パリ協定が発効。これより法的な拘束力が発生。 

◆「地球温暖化対策計画」策定 

温室効果ガス排出量：２０３０(令和１２)年度において、２０１３(平成２５)年

度比で２６％削減、長期目標として２０５０(令和３２)年までに１９９０(平成

２)年比で８０％削減を目指す。 
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令和２年 

(２０２０年) 

◆カーボンニュートラル宣言：第２０３回臨時国会 

２０５０(令和３２)年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、カー

ボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すことを宣言。 

令和３年 

(２０２１年) 

◆「地球温暖化対策計画」改定 

温室効果ガス排出量：２０３０(令和１２)年度において、２０１３(平成２５)年

度比で４６％削減を目指し、さらに５０％の高みに向け挑戦を続けていく。 

◆「政府実行計画」改定 

温室効果ガス排出量：２０３０(令和１２)年度までに２０１３(平成２５)年度比

５０％削減を目指す。 

令和７年 

(２０２５年) 

◆「地球温暖化対策計画」改定 

温室効果ガス排出量：２０３５(令和１７)年度、２０４０(令和２２)年度におい

て、２０１３(平成２５)年度比でそれぞれ６０％、７３％削減を目指す。 

◆「政府実行計画」改定 

温室効果ガス排出量：２０１３(平成２５)年度比で、２０３５(令和１７)年度ま

でに６５％削減、２０４０(令和２２)年度までに７９％削減を目指す。 

 

⑵ 富士宮市役所の取組 

１９９８(平成１０)年１０月に「地球温暖化対策の推進に関する法律」（以下「温対法」

という。）が制定され、国、地方公共団体、事業者及び国民それぞれの責務を明らかにする

とともに、国・地方公共団体の事務事業に関して温室効果ガスの排出の量の削減等のための

措置に関する計画（以下「実行計画」という。）の策定が義務付けられました。 

実行計画は、上位計画である「富士宮市総合計画」及び「富士宮市環境基本計画」と整合

を図り、策定するものとします。 

本市では２０００(平成１２)年度に第１次実行計画を策定し、その後、２００５(平成  

１７)年度に第２次実行計画、２０１２(平成２４)年度に第３次実行計画、２０１６(平成  

２８)年度に第４次実行計画、２０１９(令和元)年度に第５次実行計画を策定し、市の事務

事業に伴い排出される温室効果ガスの排出量の削減に努めてきました。 

２０１６(平成２８)年度には、国の新たな計画として、２０３０(令和１２)年度に２０１

３(平成２５)年度比で温室効果ガスの２６%削減を目指す『地球温暖化対策計画』が策定さ

れました。『地球温暖化対策計画』は、２０２１(令和３)年１０月に改定され、２０３０(令

和１２)年度に温室効果ガス排出量を２０１３(平成２５)年度比で４６％削減することを目

指し、さらに５０％の高みに向け挑戦を続けていくことが明記され、この目標達成のために、

地方公共団体の事務事業に伴う排出の多くが該当する「業務その他部門」の排出量は基準年

度比で５１％の削減が必要とされています。 

また、２０２５(令和７)年２月の『地球温暖化対策計画』の改定では、従来の削減目標に

加え、２０３５(令和１７)年度、２０４０(令和２２)年度において、２０１３(平成２５)年

度比で温室効果ガス排出量をそれぞれ６０％、７３％削減するという新たな削減目標と実現

のための施策が位置付けられ、２０５０(令和３２)年のカーボンニュートラル実現に向けて、

着実に取組を進めていくことが示されました。 

このことを踏まえ、今後の公共施設におけるエネルギー管理を強化するともに、実行計画

の進捗管理を確実に行い、より実効性の高い地球温暖化対策を推進していくため、｢第６次

富士宮市総合計画｣及び｢第３次富士宮市環境基本計画｣の策定に合わせ、「第 5次富士宮市地

球温暖化対策実行計画(事務事業編)」(以下｢本計画｣という。）を改定することとしました。 
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２ 実行計画の目的 

本計画は、温対法第２１条第１項に基づき、市の事務事業に関し、温室効果ガスの排出の量

の削減等のための措置に関する計画として策定される計画であり、市の事務事業に関する地球

温暖化対策の推進を図ることを目的とします。（表２） 

 

（表２）実行計画の目的 

 

３ 実行計画の期間 

本計画の計画期間は、２０２０(令和２)年度から２０３０(令和１２)年度までの１１年間と

します。 

本計画の策定に当たっては、国の「地球温暖化対策計画」での温室効果ガス排出削減目標の

基準年度と整合させるため、基準年度を２０１３(平成２５)年度とします。 

なお、環境をめぐる社会情勢の変化や環境保全技術の進歩状況を勘案するとともに、実行計

画の実施状況等を着実に管理するため、第６次富士宮市総合計画の後期基本計画の策定及び第

３次富士宮市環境基本計画の中間見直しに合わせ、次期計画の策定を行います。 

  

地球温暖化対策の推進に関する法律（抜粋） 

第２１条１ 都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、地球温暖化対策計画に即して、当該

都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置に

関する計画（以下「地方公共団体実行計画」という。）を策定するものとする。 

２～１３（略） 

１４ 都道府県及び市町村は、地方公共団体実行計画を策定したときは、遅滞なく、単独で又は

共同して、これを公表しなければならない。 

１５ 第１０項から前項までの規定は、地方公共団体実行計画の変更について準用する。 

１６ 都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、毎年一回、地方公共団体実行計画に基づく

措置及び施策の実施の状況（温室効果ガス総排出量を含む。）を公表しなければならない。 
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４ 実行計画の位置付け 

本計画は、温対法第２１条第１項に基づく実行計画として策定するもので、市の事務事業か

ら排出される温室効果ガスを削減するための計画です。 

また、本計画は、関連する国や県の計画や「第６次富士宮市総合計画」、「第３次富士宮市環

境基本計画」、「地球温暖化対策地方公共団体実行計画（区域施策編）」、その他の関連計画と整

合を図り、市の事務事業における地球温暖化対策の具体的な取組等を示すものです。 

 

 

 

 

■関連する国の法律 

 

 

 

■関連する国の計画 

 

 

 

 

 

 

■関連する県の条例 

 

 

 

■関連する県の計画 

 

 

 

 

 

■関連する市の条例 

 

 

 

 

■関連する市の計画 

 

 

 

 

 

・富士宮市総合計画            ・富士宮市気候変動適応計画 

・富士宮市環境基本計画          ・富士宮市一般廃棄物処理基本計画 など 

・地球温暖化対策地方公共団体実行計画 

（区域施策編） 

・富士宮市ゼロカーボン推進戦略 

・環境基本計画               ・気候変動適応計画 

・地球温暖化対策計画            ・廃棄物処理基本方針 

・政府がその事務及び事業に関し温室効果ガス ・廃棄物処理施設整備計画 など 

の排出の削減等のため実行すべき措置につい 

て定める計画（政府実行計画）                          

・静岡県環境基本計画            ・静岡県の気候変動影響と適応取組方針 

・静岡県地球温暖化対策実行計画(区域施策編) ・静岡県廃棄物処理計画 など 

・静岡県地球温暖化対策実行計画(事務事業編) 

(静岡県庁温室効果ガス削減アクションプラン) 

第５次富士宮市地球温暖化対策実行計画（事務事業編） 

・環境基本法                ・気候変動適応法 

・地球温暖化対策の推進に関する法律     ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律 など 

・静岡県環境基本条例 

・静岡県地球温暖化防止条例 など 

 

・富士宮市環境基本条例 

・富士宮市富士山景観等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例 

・富士宮市再生可能エネルギーの導入の推進に関する条例 など 
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５ 実行計画の対象 

⑴ 対象とする温室効果ガス 

本計画では、温対法第２条第３項が対象としている下記の７種類の温室効果ガスを対象と

します。（表３） 

（表３）対象とする温室効果ガス 

※１ 本市においては、パーフルオロカーボン、六ふっ化硫黄及び三ふっ化窒素について発生源がないこ
とから排出量を計上しないこととします。 

※２ ハイドロフルオロカーボンについては、カーエアコンの冷媒用として使用されているテトラフルオ
ロエタン（ＨＦＣ-１３４ａ）の地球温暖化係数１，３００を使用して算定します。 

※３ 地球温暖化係数は、「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令（最終改正：２０２５(令和７)年政
令第３２７号）」第４条によります。 

⑵ 本計画における算定方法・算定に係る排出係数 

温室効果ガス排出量は、地球温暖化対策の推進に関する法律施行令に規定されている排出

係数及び地球温暖化係数を使用し、下記の計算式により算定します。 

［温室効果ガス排出量］ ＝ ［活動量］ × ［排出係数］ × ［地球温暖化係数］ 

・活動量：温室効果ガスを排出する活動の規模を示す指標（例：電気使用量、廃棄物焼却量等） 

・排出係数：活動量あたりの温室効果ガス排出量 

・地球温暖化係数：二酸化炭素を基準として、他の温室効果ガスが地球温暖化に与える影響     

の度合いを数値化した指標 

 

⑶ 対象とする組織、施設等の範囲 

対象範囲は、市長事務部局、市立病院、会計管理局、消防本部、教育委員会事務局、市議

会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局などが実施する全て

の事務及び事業とします（指定管理者制度による実施事業を含みます。また、基準年度以降

に建設された施設も対象とします。）。 

なお、民間企業、公益法人など外部への請負や委託（施設の管理運営を除く。）により実

施している事業は対象外とします。 

温室効果ガスの種類 ※１ 概    要 
地球温暖化 

係数 ※３ 

排出量の 

算定対象 

二酸化炭素（ＣＯ２） 
電気、燃料の使用、廃プラスチック類の焼

却等から排出されます。 
１ ○ 

メタン（ＣＨ４） 
自動車の走行、下水やし尿の処理、一般廃

棄物の焼却等から排出されます。 
28 ○ 

一酸化二窒素（Ｎ２Ｏ） 
自動車の走行、下水やし尿の処理、一般廃

棄物の焼却等から排出されます。 
265 ○ 

ハイドロフルオロカー

ボン類（ＨＦＣｓ）※２ 

カーエアコンの使用や廃棄時等に排出され

ます。 

4～ 

12,400 
○ 

パーフルオロカーボン 

類（ＰＦＣｓ） 

半導体の製造・溶剤等に使用され、製品の

製造・使用・廃棄時等に排出されます。 

6,630 

～11,100 
─ 

六ふっ化硫黄（ＳＦ６） 

電気設備の絶縁ガス、半導体の製造等に使

用され、製品の製造・使用・廃棄時等に排

出されます。 

23,500 ─ 

三ふっ化窒素（ＮＦ３） 
半導体製造でのドライエッチングや CVD装置

のクリーニングにおいて用いられています。 
16,100 ─ 
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第２章 温室効果ガスの排出状況及び削減目標 

 

１ 温室効果ガスの排出状況 

２０２４(令和６)年度の温室効果ガス総排出量は、２４，４５５t－CO2でした。このうち、二

酸化炭素が２３，０６７t－CO2、メタンが４３４t－CO2、一酸化二窒素が９５０t－CO2、ハイドロ

フルオロカーボンが３t－CO2となっており、９０％以上が二酸化炭素となっています。（表４） 

 

（表４）２０２４(令和６)年度 ガス別温室効果ガス排出状況 

※小数点以下を端数処理（四捨五入）しているため、合計と一致しない場合があります。 

 

排出起源別の二酸化炭素排出状況を見ると、電気の使用に伴う排出が最も多く、次いで、ごみ

の焼却、燃料の使用、その他の排出（自動車の走行・エアコンの使用、下水・し尿の処理）、公用

車燃料の順となっています。（図１） 

 

（図１）２０２４(令和６)年度 排出起源別温室効果ガス排出状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

温室効果ガスの種類 
温室効果ガス排出量 

（t－CO2） 
構成比（％） 

二酸化炭素（ＣＯ２） ２３，０６７ ９４．３２ 

メタン（ＣＨ４） ４３４ １．７７ 

一酸化二窒素（Ｎ２Ｏ） ９５０ ３．８８ 

ハイドロフルオロカーボン類（ＨＦＣｓ） ３ ０．０１ 

パーフルオロカーボン類（ＰＦＣｓ） － － 

六ふっ化硫黄（ＳＦ６） － － 

三ふっ化窒素（ＮＦ３） － － 

計 ２４，４５５ １００．００ 
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温室効果ガス別の排出量を見ると、二酸化炭素については、主に電気や燃料などの使用や、プ

ラスチックごみの焼却に伴い排出されています。 

メタンについては、主に下水やし尿の微生物処理に伴い排出されています。 

一酸化二窒素については、主にごみの焼却、下水やし尿の微生物処理に伴い排出されています。

（表５） 

 

（表５）２０２４(令和６)年度 主要施設別温室効果ガス別排出状況（ＣＯ２換算） 

（t－CO2） 

施設名 
二酸化炭素 

（ＣＯ２） 

メタン 

（ＣＨ４） 

一酸化二窒素 

（Ｎ２Ｏ） 
合 計 

清掃センター ８，０１６ １ ４５８ ８，４７５ 

市立病院 ２，８２７ - - ２，８２７ 

星山浄化センター １，０４７ ２４５ ４２１ １，７１３ 

小学校２３校 １，１０５ - - １，１０５ 

市役所 １，０３６ - - １，０３６ 

衛生プラント ９２８ ５０ １２ ９９０ 

中学校１３校 ８７０ - - ８７０ 

学校給食センター ８１３ - - ８１３ 

総合福祉会館 ４６９ - - ４６９ 

※小数点以下を端数処理（四捨五入）しているため、合計と一致しない場合があります。 

 

主要施設別温室効果ガス排出量を見ると、清掃センターが最も多く、次いで、市立病院、星山

浄化センターの順となっています。清掃センターについては、主に、２０２４(令和６)年度から

のプラスチックごみの分別収集の開始に伴い、プラスチックごみを資源化したことにより、清掃

センターで焼却する可燃ごみが減少したことで、前年度と比較して、温室効果ガス排出量が  

４，７６５ｔ－CO２減少しました。（図２） 

 

（図２）２０２４(令和６)年度 主要施設別温室効果ガス排出状況 
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２ 削減目標 

地方公共団体実行計画（事務事業編）は、国の「地球温暖化対策計画」に即して策定するこ

とが、温対法第２１条第１項により義務付けられています。 

この計画では温室効果ガス排出量を２０３０(令和１２)年度に２０１３(平成２５)年度比

で、４６％削減することを目指し、さらに５０％の高みに向けて挑戦を続けていくこととされ

ており、施設・設備の運営に伴う排出が該当する「業務その他部門」は５１％削減、車両の使

用に伴う排出が該当する「運輸部門」は３５％削減が目標となっています。 

本計画においても、国の計画にある削減目標と整合を図るため、温室効果ガス排出量を２０ 

３０(令和１２)年度に２０１３(平成２５)年度比で６２．６％削減し、目標値を１７，４４２  

ｔ－CO２に設定することとします。 

２０１３(平成２５)年度実績 

 

２０３０(令和１２)年度目標 

４６，６２６t－CO2 １７，４４２t－CO2 

                 

 

排出起源別排出量の短期削減目標を、次のとおり設定します。（表６） 

（表６）削減目標 

※算定対象となっている７種類の温室効果ガス排出量については、二酸化炭素排出量に換算し表記しています。 

★目標設定根拠 

・電気の使用、燃料の使用、公用車燃料…地球温暖化対策計画 

・ごみの焼却･･･富士宮市一般廃棄物処理基本計画 

排出起源 
基準年度実績 

2013(平成 25)年度 

削減目標 

2030（令和 12）年度 

電気の使用 １６，４４５ 

電力使用量の削減及び再生可能エ

ネルギーの導入等により、温室効果

ガス排出量を基準年度比で５１％

削減します。 

８，０５８ 

燃

料

の

使

用 

都市ガス 

３，２４８ 

燃料使用量の削減等により、温室効

果ガス排出量を基準年度比で  

５１％削減します。 

１，５９２ 

ＬＰガス 

Ａ重油 

灯油 

ガソリン・軽油 

(公用車燃料除く) 

公用車燃料 ４２６ 

公用車使用による燃料（ガソリン及

び軽油）削減等により、温室効果ガ

ス排出量を基準年度比で３５％削

減します。 

２７７ 

ごみの焼却 ２４，５３４ 

ごみの焼却量の削減により、温室効

果ガス排出量を基準年度比で約 

７７％削減します。 

５，５４２ 

その他 
・自動車（カーエアコンの

使用、自動車の走行） 

・下水、し尿の処理 

１，９７３ 
（H25年度値が不明のため、

H26年度実績値を使用） 

可能な限り削減に努めますが、数値

目標は定めません。 
１，９７３ 

６２．６％削減 

２９，１８４t－CO2 

（t－CO2） 
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第３章 具体的な取組 
 

温室効果ガス排出量の削減目標を達成するため、事務事業において、次のような取組を実行し

ます。 

また、各取組について、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）における複数の異なる課題の解決と

相互に関連していることを示すため、以下に関連するＳＤＧｓのロゴを表示します。 

 

１ 省エネルギーに関する取組 

⑴ 全般 

□ エネルギーを使用する設備については、省エネ法に基づくエネルギー管理標準の遵守

及び適正な運用により省エネルギーに取り組みます。 

□ 職員による節電や燃焼の使用抑制など、日常業務における環境配慮活動を推進するこ

とにより、温室効果ガスの排出量を削減します。 

      運転管理   温度管理や運転・停止など運転管理に関する事項について管理標準

に準じ適正に運転します。 

      保守･点検  日常点検の実施や、定期的に保守・点検を行うことで、安全に使用

します。 

      新設･更新  新設更新時は、設置方法や最適な導入台数の検討、効率の良い設備

の導入を検討します。 

      日常業務における環境配慮活動  

・始業前、昼休み、時間外は必要な部分のみ点灯し、それ以外は原則消灯します。 

・共用部分は支障のない範囲で消灯し、トイレ、会議室等は未使用時消灯します。 

・エレベーターの使用を控え、階段を積極的に利用します。 

 

⑵ 空調 

□ エネルギー管理標準及び富士宮市小・中学校空調設備運用指針に基づき適切な運用を

図ります。 

□ 施設や系統ごとに冷暖房の運転時間等を定め、空調稼働時間の短縮及び縮減を図り、

空調負荷の低減に努めます。 

 

⑶ 照明 

□ ゼロカーボンシティの実現に向けた市有施設等の行動指針に基づき、照明のＬＥＤ化を進め

ます。 

 

⑷ その他 

□ 計画的な業務執行による残業時間の短縮及びノー残業デーの徹底に努めます。 

□ 夏季のクールビズ及び冬季のウォームビズを推進します。 

□ 「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」（フロン排出抑制法）に

基づき、フロン類が使用されている業務用エアコン・冷凍冷蔵機器の適正管理を徹底し

ます。 
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【関連するＳＤＧｓ】 

 

 

 

 

２ 公用車に関する取組 

⑴ 公用車の効率運用及び適正運転 

□ エコドライブ１０のすすめ※１を参考にして運転します。 

□ 出張時などは鉄道、バスなど地域公共交通の積極的な利用に努めます。 

□ 外出時などは電動車（ＥＶ・ＰＨＥＶ・ＨＶ）の積極的な利用に努めます。 

□ 近距離の移動は、徒歩及び電動自転車の利用に努めます。 

□ 公用車の走行ルートの合理化、相乗りなど、公用車の効率的利用に努めます。 

 

⑵ 公用車の導入、維持管理等 

□ 公用車の更新時には、電動車（ＥＶ・ＰＨＥＶ・ＨＶ）への移行を検討します。 

□ 給油時又は洗車時にタイヤの空気圧を調整するなど、車両の日常点検を励行し、常に

最良な状態で運行します｡ 

 

※１ エコドライブ１０のすすめ（エコドライブ普及連絡会） 

① ふんわりアクセル「eスタート」 

② 車間距離にゆとりをもって、加速・減速の少ない運転 

③ 減速時は早めにアクセルを離そう 

④ エアコンの使用は適切に 

⑤ ムダなアイドリングはやめよう 

⑥ 渋滞を避け、余裕をもって出発しよう 

⑦ タイヤの空気圧から始める点検・整備 

⑧ 不要な荷物はおろそう 

⑨ 走行の妨げとなる駐車はやめよう 

⑩ 自分の燃費を把握しよう 

 

エコドライブを心がけましょう 

エコドライブとは、燃料消費量や二酸化炭素排出量を減らし、地球温暖化防止につな

げる「運転技術」や「心掛け」です。また、交通事故の削減にもつながります。 

 

【関連するＳＤＧｓ】 
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３ 省資源に関する取組 

⑴ 用紙類等の使用量の削減 

□ 文書等の共有化及び減量化に努め、紙の使用量の削減を図ります（電子メールの活用、

資料の電子情報化など）。 

□ 庁内会議は、ペーパーレス会議（パソコンやタブレット等の活用）を実施し、紙の使

用量の削減を図ります。 

□ 印刷物及び刊行物の種類、作成部数、ページ数等を最小限に留め、紙の使用量の削減

を図ります。 

□ 市内全戸配付文書は、可能な限り「広報ふじのみや」へ集約します。 

 

⑵ 水の使用量の削減 

□ 節水及び節水機器の導入に努めます。 

 

【関連するＳＤＧｓ】 

 

 

 

 

４ 環境に配慮した物品等の購入に関する取組 

物品等の購入は必要最小限とし、グリーン購入の調達者の手引き※１などを参考に、可能

な限りエコマーク商品など、環境への負荷の少ない製品を購入します。 

 

⑴ 紙類 

□ コピ－用紙、封筒等の購入及びチラシ、冊子等印刷物作成の際は、古紙配合率の高い

用紙などを使用します（グリーン購入法における総合評価値が８０以上の用紙の使用な

ど）。 

□ 印刷物を発注する際は、可能な限り古紙配合率の高い用紙（グリーン購入法における

総合評価値が８０以上の用紙など）、非塗工紙、植物油インキなどを指定します。 

□ 窓付き封筒を発注する際は、可能な限り窓部分に紙を使用したものを指定します。 

 

⑵ 電気製品等 

□ 個別設備のエネルギー管理標準に基づき、電気製品等の購入又は更新を行います。 

 

⑶ 電気・ガス 

□ 環境に配慮した調達を行うように、方針を定めます。 

□ ゼロカーボンシティの実現に向けた市有施設等の行動指針に基づき、公共施設で使用

するＬＰガス及び都市ガスについて、環境に配慮したガスへの切替えを進めます。 

 

⑷ その他 

□ 過剰包装及び使い捨て製品の購入を控え、簡易包装及び詰め替え可能な製品を購入し

ます。 

□ 可能な限りリサイクル製品及び再利用可能な製品を購入します。 
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□ 物品単価契約一覧に環境への負荷の少ない製品の明示をするなど、積極的にグリーン

購入に関する情報を提供します。 

 

グリーン購入について 

グリーン購入とは、製品やサービスを購入する前にまずその必要性を十分に考えること、

購入する場合には、価格・機能・デザインなどの判断要素に、環境という視点を加えて、環

境負荷ができるだけ小さい製品やサービスを環境負荷の低減に努めている事業者から購入

すること、購入した製品やサービスが不要となった場合には適切に廃棄することの３つを適

切に実施する活動 

※１ グリーン購入の調達者の手引き（２０２５(令和７)年２月）（環境省） 

国や地方公共団体、事業者などが環境に配慮した製品やサービス（環境物品等）を率

先して購入するための指針 

https://www.env.go.jp/content/000311831.pdf 

 

【関連するＳＤＧｓ】 

 

 

 

 

５ ごみの減量化及び資源化の推進 

□ ごみの総排出量の削減に努めます。 

□ カップ、箸などについては、繰り返し使用できる物を使用します。 

□ 使用済み封筒、ファイル類など使えるものは廃棄せず再使用します。 

□ 備品類、その他事務用消耗品類などは、修理又は補修を行い長期間使用します。 

□ マイバッグ、マイボトルの利用促進など、ごみの減量に向け意識啓発を行います。 

□ 回収ボックスを設置し、ごみ（紙・缶・ビン・ペットボトル等）の分別に努め、資源

化を推進します。 

□ 公共建築物の工事の際は、廃棄物分別による再資源化や再生資材の利用を進めます。 

□ 公共事業には、再生資材の利用を積極的に進めます。 

 

【関連するＳＤＧｓ】 

 

 

 

 

６ 建築物の建築、改修、維持管理等における配慮 

□ ゼロカーボンシティの実現に向けた市有施設等の行動指針に基づき、ＰＰＡ事業の活用を軸

として、新築及び改築する公共施設への太陽光発電設備等の導入を進めます。 

□ ゼロカーボンシティの実現に向けた市有施設等の行動指針に基づき、新築及び改築する公共

施設は、原則、ＺＥＢ Ｒｅａｄｙ※１以上の達成を目指します。また、既存の公共施設

は、設備更新を行う際に省エネ性能の向上に取り組みます。 
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□ “ふじのくに”エコロジー建築設計指針（静岡県）※２などに基づき、省エネルギー、 

省資源など環境保全に配慮した施設を整備します。 

□ 施設の整備、改修時には、積極的な緑化を図ります。 

□ 公共施設整備における設計の際は、富士ヒノキなどの地場産木材の活用に努めます。 

 

※１ ＺＥＢ（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル） 

快適な室内環境を維持しつつ、省エネと創エネによって、年間の一次エネルギー消費

量の収支をゼロにすることを目指した建築物。エネルギー消費量の削減割合により４段

階に分けられる。 

   ・ＺＥＢ：省エネ＋創エネで０％以下まで削減した建築物 

   ・Ｎｅａｒｌｙ ＺＥＢ：省エネ＋創エネで２５％以下まで削減した建築物 

・ＺＥＢ Ｒｅａｄｙ：省エネで５０％以下まで削減した建築物 

・ＺＥＢ Ｏｒｉｅｎｔｅｄ（延べ床面積１０，０００㎡以上の建物） 

  事務所・学校・工場等：省エネで４０％以上削減した建築物 

  ホテル・病院・百貨店・飲食店・集会所：省エネで３０％以上削減した建築物 

 

※２“ふじのくに”エコロジー建築設計指針（静岡県） 

環境配慮型の建築物を計画・設計する際に考慮すべき項目、その項目を実施するため

の手法及び評価方法を示す指針 

https://www.pref.shizuoka.jp/res/projects/default_project/page/001/029/098/fuji

nokuni-eco.pdf 

 

【関連するＳＤＧｓ】 
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第４章 計画の推進、点検体制及び公表 

 
１ 計画の推進及び点検体制 

本計画を効果的に推進するため、計画の推進及び点検は、「富士宮市環境管理マニュアル」

（以下「環境管理マニュアル」という。）に基づき下記の体制で行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      ※環境政策推進委員会 

                       市の EMS及び環境活動の実施状況を点検 

                       ・評価し改善につなげます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 職員に対する研修等 

職員に対する研修は、環境管理マニュアルに基づき、適用範囲の職員に対して行います。 

 

３ 進捗状況の公表 

進捗状況は、毎年度取りまとめ、ホームページ及び富士宮市環境白書に掲載することで、公

表します。 

環境活動の実施  各部（局）長、こども家庭統括監、危機管理監、会計管理者、消防長  

 

 各課（所・室・館・署・次・園）長  

 

 職員   適用範囲内の他組織の職員  

市長 

（ＥＭＳの統括） 

副市長 

（市長の補佐・代理） 
環境政策推進委員会（ＥＭＳの点検・評価） 

委員長  ：副市長 

委員長代理：環境部長 

委員   ：各部長、こども家庭統括監、危機

管理監、市議会事務局長、消防長 
環境部長 

(ＥＭＳの確立・実施・維持管理) 

環境未来課長 

（環境部長の補佐・代理） 

 

 

 

（環境部長の補佐・代理） 

環境未来課（事務局） 


